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国営土地改良事業負担金
事業主体 県 所管課班 農村振興課 広域水利調整班

償還助成事業(県単）

趣 旨
国営土地改良事業の公共性にかんがみ，同事業実施に伴う農家負担の軽減を図るための措置で，

平成２年度以降に徴収を開始する国営かんがい排水事業及び国営農地再編整備事業に係る農家負担
金償還に対し助成を行うもの。

助成の時期は事業負担金の償還時期で，事業に要した額に所定の率を乗じた額を負担金納入者の
申請に基づいて助成する。

国営かんがい排水事業等の事業費負担割合は，平成元年度に国営基幹かんがい排水事業が創設さ
れたことにより，それまで一律に６０％であった国費の割合を施設区分及び規模別に段階的な割合
（75%,70%,65%,60%）となった(平成5年度からは，70%,2/3,1/2）ことから，継続地区と新規着工地
区との負担額の格差の解消を図ることと，更に平成２年度の地方財政措置の拡充により，国営事業
県負担金の３５％が後年度償還時に事業費補正の対象となり地方交付税措置が適用されることとな
ったため，その一部を地元へ還元し農家の負担軽減を図る目的から制定・改正された。

更に平成１２年度に事務手続きの明確化と県財政の危機的状況を回避するための後年度繰り延べ
措置を明記するため，「国営土地改良事業負担金償還助成措置要綱」の全面改正を行い，新たに
「国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付要綱」を制定している。

交付対象
国営土地改良事業負担金徴収条例（昭和34年宮城県条例第36号）第2条第1項の規定により，平

成2年度以降徴収を開始するかんがい排水事業及び農地再編整備事業の農家等負担金について，補
助金等交付規則及び国営土地改良事業負担金償還助成事業補助金交付要綱に基づき，補助金の交付
が決定された地区のみ適用される。（対象は，平成１８年度地区調査事業採択地区までとする。）

①県償還助成（対象：一般型，特別型）
国営かんがい排水事業等の国費負担割合の引き上げに伴う継続地区と新規着工地区との負担額の

格差解消と国営事業県負担金の償還金の一部が地方交付税算定対象となったため，交付額の一部を
地元に還元することを目的としたもの。

○国営基幹かんがい排水事業助成（平成２年度以降開始した事業）

基 幹 工 種 助 成 率
１ ダ ム

（１） 貯水量 700(1,000)万m３ ，受益面積5,000(7,000)ha以上 －
（２） 〃 未満 ＊ 2.0
（３） 共同ダム（農業用） 4.5
（４） 〃 （その他） 6.4
（５） 一 般 10.4

２ 頭首工
（１） 受益面積 5,000(7,000)ha以上 －
（２） 受益面積 3,000(3,000)ha以上 ＊ 2.0
（３） 共同頭首工（農業用） 4.0
（４） 〃 （その他） 4.0
（５） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0
（６） 受益面積 1,000(1,000)ha未満 4.0

３ 排水機場，樋門
（１） 受益面積 5,000(7,000)ha以上 －
（２） 受益面積 3,000(3,000)ha以上 2.0
（３） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0
（４） 一 般 4.0

４ 排 水 路
（１） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0
（２） 一 般 4.0

５ 用水機場，樋門，導水路
（１） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0
（２） 一 般 4.0

６ 用水路
（１） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0
（２） 一 般 4.0

７ 水管理制御システム
（１） 受益面積 100ha以上 4.0
（２） 受益面積 100ha未満 5.0

・＊印は，鳴瀬川地区及び江合川地区については，特例として4.0%とする。
・基幹工種欄の（ ）内記載事項は，平成４年度まで設けられていた区分を示す。
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○国営かんがい排水事業助成（平成元年度までに開始した事業）

基 幹 工 種 助 成 率

１ ダ ム

（１） 貯水量 700(1,000)万m３ ，受益面積5,000(7,000)ha以上 10.4

（２） 〃 未満 10.4

（３） 共同ダム（農業用） 10.4

（４） 〃 （その他） －

（５） 一 般 10.4

２ 頭首工

（１） 受益面積 5,000(7,000)ha以上 10.4

（２） 受益面積 3,000(3,000)ha以上 9.0

（３） 共同頭首工（農業用） －

（４） 〃 （その他） －

（５） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 6.5

（６） 受益面積 1,000(1,000)ha未満 4.0

３ 排水機場，樋門

（１） 受益面積 5,000(7,000)ha以上 10.4

（２） 受益面積 3,000(3,000)ha以上 9.0

（３） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 6.5

（４） 一 般 4.0

４ 排 水 路

（１） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 6.5

（２） 一 般 4.0

５ 用水機場，樋門，導水路

（１） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0

（２） 一 般 4.0

６ 用水路

（１） 受益面積 1,000(1,000)ha以上 4.0

（２） 一 般 4.0

・基幹工種欄の（ ）内記載事項は，平成元年度まで設けられていた区分を示す。

○国営農地再編整備事業助成

基 幹 工 種 助 成 率

全 施 設

１ 一 般 型 4.0

２ 中山間地域型 4.0

②県要件助成（対象：特別型）
受益者負担金軽減のため，支払期間の延長を行い，かつ元利均等年賦支払方法以外の年賦支払と

した場合に，平均償還額を越えた部分の１／２を助成するもの。

○県要件助成

該 当 地 区 補助金の額（助成率）

国営土地改良事業負担金計画措置実施要領(昭和62 元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法を併用する地
年8月21日付け62構改B第1133号）の規定により，償還 区は，以下の算式により算定された額
計画について構造改善局長の承認を受けた地区 Ｙ＝Σ(Ｘi－Ｘ)／２

ただし，Xi-X＜0ならばXi-X=0とする。
Ｙ：補助金の額
Ｘi：i年度に地元が県に支払うべき

負担金
i ：償還期間中の各年度
Ｘ：Ｘi の平均


